
令和３年１０月２９日成田市規則第５２号 

 

成田市公設地方卸売市場の設置及び業務に関する条例の一部を改正する

条例の一部の施行期日を定める規則 

 

 成田市公設地方卸売市場の設置及び業務に関する条例の一部を改正する条例

（令和３年条例第１２号）附則ただし書に規定する規定の施行期日は，令和４

年１月２０日とする。 

 


